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＊一般的に、インフルエンザ発症前日から発症後 3～7日間は、鼻やのどからウイルスを排出するとい

われています。発症後 5日を経過した場合は登校可能ですが、ウイルスを排出することも考えられま

す。マスクの着用をお願いします。 

＊体調が悪い場合は無理をせず登校を控えましょう。 

＊学校保健安全法施行規則では、「発症後 5日を経過し、かつ解熱後 2日を経過するまで」をインフル

エンザによる出席停止期間としています。 感染症による欠席届を提出してください。 

石川県立金沢西高等学校 保健室 R7.11.27 

インフルエンザ大流行！ 

石川県ではインフルエンザ警報が発令されて

おり、本校でも 2年生限定でインフルエンザ

が大流行しています。明日から登校が始ま

り、来週からは期末試験を控えています。感

染症対策の徹底を各自お願いします。 

＊流行時期ですので、医療機関

での検査をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

修学旅行後 11月 22日（土）に病院を受診した生徒の保護者の方へ＊

該当する生徒は、登校再開後、保健室に申請書類を取りに来てくだ

さい。 

 

12月 1日（月）から登校する生徒の皆さんへ 

＊咳がひどい場合や頭痛や倦怠感等の症状

がまだ残っている場合は、担任に申し出て

ください。 



 

 

 

 

 


